
 ギリシャ国内制限措置の詳細と外出時の申告方法など 

（４月１９日午前６時から４月２６日午前６時までの間） 

  

 

■１ 外出制限措置とその例外 

ギリシャ全土で午前５時から午後９時までの間、次のとおり外出を制限する。 

 

【外出制限措置の例外】 

（１）通勤、及び仕事上の移動をする場合（雇用主による証明書が必要） 

（２）通学・受検する場合（学校の証明書が必要） 

（３）健康上の理由による移動する場合（医師、病院、薬局、獣医の予約等、下記６に

よる申告が必要） 

（４）生活必需品の買い物で、速やかな宅配サービスを受けられない場合（下記６によ

る申告が必要）。食料品等の買い物は居住地から２キロ範囲内、または居住地の市

内のみに限られる。小売り店（レベル B 地域におけるショッピングモールでの Click 

Awayを含む）での買い物は、１日１回のみ可能で、１回の外出は３時間以内。 

（５）銀行に必要不可欠な理由で行かなければならない場合（下記６による申告が必

要）。居住地から２キロ範囲内、または居住地の市内のみに限られる。 

（６）真に介助を必要とする者を訪問する場合（下記６による申告が必要） 

（７）宗教的施設への移動、離婚して未成年の子に会う場合（下記６による申告が必

要） 

（８）親権者が通学に付き添う場合 

（９）１人または３人まで、または家族（親か正式同棲者と子供）で運動する、ペットの

散歩をする、屋外遺跡・動物園・植物園を訪問する、釣り（８ｍ以下のボート等に限る）

をする場合（互いに１．５メートルの間隔を保つ。下記６による申告が必要）。徒歩、ま

たは自転車での移動に限られるが、４月３日（土）より土日に限り車両の使用を許可

する。 

（１０）居住地へ１回のみ移動する場合（所得申告証明書または次のＵＲＬの申告書が

必要） https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis 

（１１）公共サービスを受ける場合（緊急な用事で、かつ予約していることを証明する書

面を携帯し、下記６による申告が必要） 

（１２）一親等の親族が出勤するために付きそう場合（雇用主による証明書が必要） 

（１３）動物に餌をあげる場合（市役所が発行する証明書が必要） 

（１４）農作物を収穫する場合（不動産申告証明書（E9）、収穫依頼書又は栽培に関す

る証明書が必要） 

（１５）関連する対策・指示を守った上で、デモ等に参加する場合 

（１６）大学生が不動産賃貸契約を解除した場合の自宅と大学への１回限りの往復は

可 

（https://www.aade.gr/mytaxisnet で作成された賃借契約書、賃借解約書等証明書

が必要）。また、付き添いは１人まで可。 

（１７）ロドピ郡、エヴロス郡、クサンシ郡において、郡地域内のアフリカ豚熱対策によ

るイノシシ狩猟目的の移動は可（当地狩猟会の会員書等証明書が必要）。１グループ

https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis
https://www.aade.gr/mytaxisnet


４人まで。 

 

 

■２ 夜間の外出禁止 

 

ギリシャ全土において午後９時から午前５時までの間、夜間外出を禁止するが、以

下の必要不可欠な理由による外出は例外とする。 

 

【夜間外出禁止措置の例外】 

（１）通勤及び仕事上の理由で移動する場合（雇用主による証明書が必要） 

（２）健康上の理由による移動する場合（医師、病院、薬局の予約等、下記６による申

告が必要） 

（３）１人でペットの散歩をする場合（下記６による申告が必要） 

 

 

■３ 郡外（県外）移動制限措置 

 

レベルＢ地域では郡外移動を禁止、レベルＣ地域では市内移動を禁止とする。アッ

ティカ県については県外移動を禁止する。 

 

【郡外・県外移動制限の例外】 

（１）通勤、及び仕事上の移動をする場合（雇用主による証明書が必要） 

（２）健康上の理由により移動する場合（医師、病院、薬局等の予約が必要） 

（３）居住地へ１回のみ移動する場合（所得申告証明書または次のＵＲＬの申告書が

必要） https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis 

（４）葬儀等への参加等、離婚して未成年の子に会う場合 

（５）大学生が大学のある地域へ１回のみ移動する場合（学校の証明書が必要） 

（６）大学生が不動産賃貸契約を解除した場合の自宅と大学への１回限りの往復は可 

（https://www.aade.gr/mytaxisnet で作成された賃借契約書、賃借解約書等証明書

が必要）。また、付き添いは１人まで可 

 

 

■４ 国内フェリー移動制限措置の例外 

 

（１）通勤、及び仕事上の移動をする場合（雇用主による証明書が必要） 

（２）健康上の理由により移動する場合（医師、病院、薬局の予約等が必要） 

（３）真に介助を必要とする者を訪問する場合（下記６の方法による申告が必要） 

（４）宗教的施設への移動、離婚して未成年の子に会う場合 

（５）居住地へ１回のみ移動する場合（所得申告証明書または次のＵＲＬの申告書が

必要） https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis 

（６）公共サービスを受ける場合（緊急な用事で、かつ予約していることを証明する書

面を携帯することが必要） 

https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis
https://www.aade.gr/mytaxisnet
https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis


（７）農作物を収穫する場合（不動産申告証明書（E9）、収穫依頼書又は栽培に関する

証明書が必要） 

（８）食料品等生活必需品の購入・銀行等小さな島から大きな島へ移動する場合、ま

たトリジニア・メタナ市民がポロスへ移動する場合 

 

 

■５ 外出する際の共通事項 

 

（１）ＩＤカードまたはパスポートを携帯しなければならない。 

（２）職場への移動に関しては、ＩＤカード・パスポート等の提示に加え、雇用主等の証

明書（電子もしくは紙媒体）の提示義務がある。民間部門の従業員等は、雇用主が

「ERGANI」システムにおいて電子申請を行い、証明書は移動に必要な時間帯につい

て最大１４日間有効。自由業の場合には同システムにて電子申請を行う。公共部門

の職員等は、http://apografi.gov.gr/にて人事担当者が電子申請を行う。 

（３）外出制限に係る違反金は３００ユーロ。また、制限内容により違反金が異なる（公

共交通機関内でマスク着用を怠った場合は１５０ユーロ等）。 

（４）公共交通機関は、ラッシュアワー時間帯の本数を優先し、その他時間帯の本数

を制限する。 

（５）自家用車・タクシー等は運転手を含めて３人まで。未成年の子供が親と同乗する

場合、介助を要する者の付き添い１人が同乗する場合は、人数制限対象外。 

（６）外出時は、スマートフォン等からＳＮＳで申告するか、申告書を記載し携帯しなけ

ればならない（下記６参照）。 

 

 

■６ 外出時の申告方法 

 

（１）スーパー、ミニマーケット、食料品店、薬局、クリーニング屋、ペットショップ、ガソリ

ンスタンド等への外出 

 

ア スマートフォン等からのＳＮＳによる申告方法（下記の要領で、１３０３３番（無料

送信）にＳＮＳを発信して申告する方法）。 

 

【ＳＮＳによる申告要領】 

・ＳＮＳ本文：X【スペース】氏名、住所・X には、次の１～６の以下の外出理由の番号を

入力する。 

１ 健康上の理由による移動する場合（医師、病院、薬局、獣医に予約を取った上で移

動する場合） 

２ 食料品等生活必需品の買い物で、速やかな宅配サービスを受けられない場合で、

居住地から２キロ範囲内、または居住地の市内のみに限られる。 

３ 必要不可欠な理由で役所、銀行に行かなければならない場合。居住地から２キロ

範囲内、または居住地の市内のみに限られる。 

４ 真に介助を必要とする者へ訪問する場合、親権者が通学に付き添う場合 

http://apografi.gov.gr/


５ 葬儀等に参加する場 合、離婚して未成年の子に会う場合 

６ １人または３人までで運動する場合、ペットの散歩をする場合、公園や屋外遺跡、

動物園、植物園、釣り等への移動。徒歩、または自転車での移動に限られるが、４月

３日（土）以降、土日のみ車両の使用が許可される。 

 

※なお、美容院等については、１回あたり３時間まで、市街への外出が可能とのこと

です（政府発表によれば、選択すべき外出申告番号は上記「６番」とのことです）。 

 

・送信後、下記のＳＮＳが返信されてくる。 

ＳＮＳ本文：METAKINHSH【スペース】X【スペース】氏名、住所 

 

イ 定型書式の申告書を記載し携帯する方法下記書式（ギリシャ語）に必要事項を

記載して携帯する申告方法。 

ＰＤＦ版 

https://forma.gov.gr/docs/vevaiosi-metakinisis.pdf 

ワード版 

https://forma.gov.gr/docs/vevaiosi-metakinisis.docx 

 

【書式記載要領】 

上部（MEROS A）：氏名、生年月日、住所、移動時間 

中部（MEROS B）：上記６項目の該当箇所をチェック下部左側：現在地、日付、氏名下

部右側： 署名 

（３）上記書式以外に手書きの申告書を作成し携帯する方法手書きで、氏名、住所、１

～６の移動理由、目的地住所、日時、署名を記載した申告書を携帯することで、上記

書 式 に 代 え る こ と が で き る 。 （ 申 告 方 法 の 詳 細 （ ギ リ シ ャ 語 ） ：

https://forma.gov.gr/#written 

 

（２）上記（１）以外の小売店での買い物（Click Away、または Click Insideで購入）のた

めの外出（レベル B地域ではショッピングモールでの Click Away も可能）。 

 

携帯電話からのＳＮＳによる申告方法（下記の要領で、１３０３２番（無料送信）にＳ

ＮＳを発信して申告する。予約は必要。） 

 

【ＳＮＳによる申告要領】 

・ＳＮＳ本文：氏名、住所 

（報道による情報。官報によると、本文は空白でもよい） 

 

・送信後、下記のＳＮＳが返信されてくる。 

ＳＮＳ本文：METAKINHSH SE EMPORIKO KATASTIMA（商店への移動） 

 

※１日１回のみ可能。 

※買い物時間は上記返信ＳＮＳが到着してから３時間以内で、移動時間を含む。 

https://forma.gov.gr/docs/vevaiosi-metakinisis.pdf
https://forma.gov.gr/docs/vevaiosi-metakinisis.docx
https://forma.gov.gr/#written

